
蒲原体育館 【令和５年３月31日まで】

時間区分 
午前 午後１ 午後2 夜間１ 夜間２

利用区分
9:00-12:00 13:00-15:00 15:00-17:00 17:00-19:00 19:00-21:00

一般 ¥3,120 ¥2,080 ¥2,080 ¥2,600 ¥3,120

生徒等

70歳以上※
¥2,190 ¥1,460 ¥1,460 ¥1,830 ¥2,200

蒲原体育館 【令和５年４月１日から】

時間区分 
午前 午後１ 午後2 夜間１ 夜間２

利用区分
9:00-12:00 13:00-15:00 15:00-17:00 17:00-19:00 19:00-21:00

一般 ¥3,120 ¥2,080 ¥2,080 ¥2,600 ¥3,120

生徒等

70歳以上※
¥2,190 ¥1,460 ¥1,460 ¥1,830 ¥2,200

一般 ¥1,560 ¥1,040 ¥1,040 ¥1,300 ¥1,560

生徒等

70歳以上※
¥1,100 ¥730 ¥730 ¥920 ¥1,100

※申請書・許可書発行時点で、利用者全員が対象年齢に当てはまる場合にのみ適用。

●一般：生徒等及び70歳以上の方以外。ただし、３歳未満は除く。

●生徒等：幼稚園～高等学校の在学者及びこれらに当てはまる方。

●２以上の時間区分を連続して利用する場合は、各時間区分の利用料金を合計した金額とします。

●入場料又はこれに類するものを徴収する場合の利用料金は、記載金額の３倍の金額とします。

●記載金額は、アマチュアスポーツ又はレクリエーションに利用する場合の利用料金です。

●料金の計算において、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げます。

ー利用区分変更に伴う料金変更のお知らせー

　静岡市で管理する体育館等のスポーツ施設においては、利用に際し、全面利用

又は一部利用ができることとしております。

　令和５年４月１日以降の利用から一部利用に対応していない蒲原体育館の

利用区分を「全面利用（２/２面利用）」又は「１/２面利用」とします。
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【注意！】

（１）静岡市スポーツ・生涯学習施設予約システムへの１/２面利用の予約区分の表示は、

　　　令和５年３月17日以降となります。

（２）１/２面利用に係る料金は令和５年４月１日以降に適用されます。

（３）１/２面利用に係る料金は令和５年４月１日より前にお支払いできません。

（４）令和５年４月１日以降の全面利用を、１/２面利用に変更希望する場合、全面利用の予約を

　　　キャンセルした上で、新たに１/２面利用の予約をしてください。

　　　なお、支払い済みの予約については、キャンセルできませんのでご注意ください。

（５）支払い済みの全面利用に係る料金について、「１/２面のみの利用」を理由に還付することは

　　　できません。



由比体育館 【令和５年３月31日まで】

時間区分 
午前 午後１ 午後2 夜間１ 夜間２

利用区分
9:00-12:00 13:00-15:00 15:00-17:00 17:00-19:00 19:00-21:00

一般 ¥2,310 ¥1,540 ¥1,540 ¥1,940 ¥2,340

生徒等

70歳以上※
¥1,620 ¥1,080 ¥1,080 ¥1,360 ¥1,640

由比体育館 【令和５年４月１日から】

時間区分 
午前 午後１ 午後2 夜間１ 夜間２

利用区分
9:00-12:00 13:00-15:00 15:00-17:00 17:00-19:00 19:00-21:00

一般 ¥2,310 ¥1,540 ¥1,540 ¥1,940 ¥2,340

生徒等

70歳以上※
¥1,620 ¥1,080 ¥1,080 ¥1,360 ¥1,640

一般 ¥1,160 ¥770 ¥770 ¥970 ¥1,170

生徒等

70歳以上※
¥810 ¥540 ¥540 ¥680 ¥820

ー利用区分変更に伴う料金変更のお知らせー

※申請書・許可書発行時点で、利用者全員が対象年齢に当てはまる場合にのみ適用。

●一般：生徒等及び70歳以上の方以外。ただし、３歳未満は除く。

●生徒等：幼稚園～高等学校の在学者及びこれらに当てはまる方。

●２以上の時間区分を連続して利用する場合は、各時間区分の利用料金を合計した金額とします。

●入場料又はこれに類するものを徴収する場合の利用料金は、記載金額の３倍の金額とします。

●料金の計算において、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げます。

　静岡市で管理する体育館等のスポーツ施設においては、利用に際し、全面利用

又は一部利用ができることとしております。

　令和５年４月１日以降の利用から一部利用に対応していない由比体育館の

利用区分を「全面利用（２/２面利用）」又は「１/２面利用」とします。
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【注意！】

（１）静岡市スポーツ・生涯学習施設予約システムへの１/２面利用の予約区分の表示は、

　　　令和５年３月17日以降となります。

（２）１/２面利用に係る料金は令和５年４月１日以降に適用されます。

（３）１/２面利用に係る料金は令和５年４月１日より前にお支払いできません。

（４）令和５年４月１日以降の全面利用を、１/２面利用に変更希望する場合、全面利用の予約を

　　　キャンセルした上で、新たに１/２面利用の予約をしてください。

　　　なお、支払い済みの予約については、キャンセルできませんのでご注意ください。

（５）支払い済みの全面利用に係る料金について、「１/２面のみの利用」を理由に還付することは

　　　できません。


